
 

答 申 書（ 案 ） 

 

平成３０年７月１０日 

 

 京都市長 門川 大作 様 

 

京都市環境影響評価審査会 

会 長  笠 原  三 紀 夫 

 

 平成３０年５月９日付け環環管第１号をもって諮問のありました「地域リハビリテ

ーション推進センター，こころの健康増進センター及び児童福祉センターの施設一体

化整備事業に係る配慮書案」について，慎重に検討を行った結果，下記のとおり答申

します。 

 

記 

 

１ 工事の実施については，環境保全上特に配慮が必要な保育所や病院などの施設が隣

接するため，工事期間のほか，工事用車両の走行ルートや時間帯，解体・建設作業，

環境保全措置の内容等の計画について，その内容を当該施設や周辺住民に適宜情報提

供し，工事への十分な理解と協力が得られるように努めること 

 

２ 本件事業の供用後は，その施設自体が環境保全上特に配慮が必要な施設となること

から，周辺施設の立地状況に加え，自らの施設も考慮に入れて，防音対策等の公害防

止対策を講じること 

 

３ 計画地は，緑豊かな潤いのある市街地環境の形成や新たな景観の創出を図ること等

を目標にしていることから，本件施設の建設に際しては，緑化や植栽の観点も含め，

総合的に検討すること 

 

４ 土壌については，既存建物が有害物質使用特定施設に該当することから，土壌汚染

対策法に基づき，適切に対応すること 

 

５ 省エネルギー等環境への配慮については，低炭素社会，循環型社会の実現を見据え

具体化を図ること 

 

６ 電波障害については，必要に応じて電波障害調査を行うとともに，本件建築物の影

響により，受信障害を生じたと認められる場合には，解消に向けて適切な対応を講じ

ること 

 

７ 本答申を踏まえた市長意見に基づき，配慮書案の内容に検討を加えて配慮書を作成

し，それに記載した環境配慮方針及び内容に従って事業を進めること 

資料４ 


